
平成２７年４月１日から電話番号が変わりました 

   

 

長野県は、児童虐待及びＤＶ（ドメスティック・バイオレンス＝配偶者間等の暴力）に関する緊急の

通告・通報に対し、24時間相談員が電話にて受け付ける窓口を設置しています。 

 

このホットラインでは、児童虐待及びＤＶ被害を受けている場合や疑われる場合の通告・通報先と 

して、常時専任の電話相談員が対応しています。 

 

相談内容についての秘密は守られ、また、通告・通報に関しては、お名前をいただかなくてもかまい

ません。 

 

なお、対処の迅速性等の問題もあるため、長野県外の方からの通告・通報に関しては、お近くの 

警察署、児童相談所、女性相談センター、市町村、または児童相談所全国共通ダイヤル（※）にお願

いします。（※児童相談所全国共通ダイヤル 電話 ０５７０－０６４－０００） 

 

事業全体に関するお問い合わせは  

長野県県民文化部こども・家庭課 こども福祉係    電 話 ０２６－２３５－７０９９ 

                               ＦＡＸ ０２６－２３５－７３９０ 

 

児童虐待及びＤＶ被害に関する通告・通報及び相談に関しては、次のページに記載の機関でも  

受け付けています。 

 

 

電話番号    ０ ２ ６ － ２ １ ９ － ２ ４ １ ３ 
                                     （24 時間いいさ） 

長野県 



 

☆児童虐待に関する相談 （月～金 8：30～17：15） 

 

中央児童相談所 ０２６－２３８－８０１０ 

松本児童相談所 ０２６３－９１－３３７０ 

飯田児童相談所 ０２６５－２５－８３００ 

諏訪児童相談所 ０２６６－５２－００５６ 

佐久児童相談所 ０２６７－６７－３４３７ 

 

 

☆ＤＶ被害に関する相談 （月～金 8：30～17：15） 

 

長野県女性相談センター ０２６－２３５－５７１０ 

長野県男女共同参画センター‘あいとぴあ’ 

（火～土 8：30～17：00） 

（金は 8：30～19：00） 

０２６６－２２－８８２２ 

佐久保健福祉事務所福祉課 ０２６７－６３－３１４２ 

上田保健福祉事務所福祉課 ０２６８－２５－７１２３ 

諏訪保健福祉事務所福祉課 ０２６６－５７－２９１１ 

伊那保健福祉事務所福祉課 ０２６５－７６－６８１１ 

飯田保健福祉事務所福祉課 ０２６５－５３－０４１１ 

木曽保健福祉事務所福祉課 ０２６４－２５－２２１９ 

松本保健福祉事務所福祉課 ０２６３－４０－１９１３ 

大町保健福祉事務所福祉課 ０２６１－２３－６５０８ 

長野保健福祉事務所福祉課 ０２６－２２５－９０９６ 

北信保健福祉事務所福祉課 ０２６９－６２－３９４３ 

長野市福祉事務所 

〃      篠ノ井支所 

０２６－２２４－７０６２ 

０２６－２９２－２５９６ 

松本市福祉事務所 ０２６３－３３－４７６７ 

上田市福祉事務所 ０２６８－２３－５１０６ 

飯田市福祉事務所 ０２６５－２２－４５１１（内５３２４） 

大町市福祉事務所 ０２６１－２２－０４２０ 

塩尻市男女共同参画課 ０２６３－５２－０２８０（内３１６１） 

佐久市福祉事務所 ０２６７－６２－２１１１（内２１４） 

東御市福祉事務所 ０２６８－６４－８８８８（内２１２４） 

安曇野市福祉事務所 ０２６３－８１－１６５０ 


